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  教養教育科目（基盤科目）および専門教育科目（共通科目）の中から１０単位以内とする。 

（２）広島大学における既修得単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)の認定単位数等 

教養教育科目（基盤科目）および専門教育科目（共通科目）の中から１０単位以内とする。 

 
【副専攻プログラム履修に関する注意事項】 
○主専攻プログラムの授業時間割の関係で，登録した副専攻プログラムの授業科目履修が制限されることがある。 

○副専攻プログラムで開設されている授業科目も，本学共通の平均評価点（GPA）の計算対象に含まれる。 



                                            別紙１ 
 

ビジネス法務副専攻プログラム 履修表 
 

科目区分 授業科目 単位数 履修期 履修区分 要修得 
単位数 

備考 

教養教育科目 
（基盤科目） 

法学基礎 
刑事法原論 
政治学基礎 
社会学基礎 

２ 
２ 
２ 
２ 

３セメ 
４セメ 
３セメ 
４セメ 

選択必修 ４  

専門教育科目 
（共通科目） 

統治システム論 
財産法入門 
民法総則 
基本的人権１ 
基本的人権２ 

２ 
２ 
２ 
２ 
２ 

４セメ 
３セメ 
４セメ 
３セメ 
４セメ 

必修 
 

１０  

専門教育科目 
（基本科目） 

物権法 

債権法 

契約法 

親族法 
相続法 
会社法１ 
会社法２ 
商取引法 
手形法 
労働法 
労働組合法 
民事訴訟法１ 
民事訴訟法２ 
民事執行・保全法 
倒産処理論 
国際私法 
国際取引法 
刑法総論 

国際政治経済学 

４ 
４ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 

５セメ 
５セメ 
５セメ 
６セメ 
６セメ 
５セメ 
６セメ 
６セメ 
５セメ 
５セメ 
６セメ 
５セメ 
６セメ 
６セメ 
６セメ 
５セメ 
５セメ 
５セメ 
５セメ 

選択必修 
 

１０  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合     計 ２４  
 
（注１） 上記の専門教育科目（共通科目）とは，公共政策副専攻プログラムとビジネス法務副専攻プログ 

ラムの両方のプログラムで必修科目となっている５科目を指す。  
（注２） 各年度の担当教員や時間割調整等の事情により，各科目の開講セメスターなどが変更される場合

があるので，法学部学生支援室で確認すること。 
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